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【論文要旨】

　19世紀中葉，ヨーロッパでは「列強」として名が通るオーストリア帝国とプロイセン王国は，

東アジアへの進出を契機に自国がこの地では「列強」に値しないという現実に直面する。この現実

を東アジアで実際に体験し，帰国後，現状打破を目指して積極的に政策提言や世論啓発を行なった

人物にオーストリア海軍将校ベルンハルト・フォン・ヴュラーシュトルフとプロイセソ海軍将校ラ

インホルト・フォン・ヴェルナーがいた。本稿では，彼らが体験した現実とは何であったのか，そ

して，祖国に帰った彼らがいかなる考えを世間に問うたかを両老の公刊論文・書籍を通じて比較検

証する。そこから浮かび上がるのは，「力」を背景とした砲艦外交思想，拠点植民地への希求，道

義に基づく行動の必要性といった他の西洋列強と同様の時代精神であった。それゆえ，19世紀末

のドイツの東アジアに対する露骨な権力政策は，ヴィルヘルムニ世のパーソナリティのみに由来す

るものではなく，19世紀後半のドイッの東アジア政策の本質を表すものであり，ビスマルク時代

とヴィルヘルム時代の東アジア政策の本質的連続性がそこに見出される。

【キーワード】 B．v．ヴュラーシュトルフ＝ウルパイル，　R．　v．ヴェルナー，砲艦外交思想，植民地

構想，道義力
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はじめに

　19世紀半ば，アヘン戦争に勝利を収めたイギリスは中国への政治的・経済的進出を本格的に開

始し，西洋諸国もそれに続いた。その後，アメリカが日本の開国に成功すると，西洋人の関心は日

本にも向けられるようになり，列強の東アジア進出が進んだ。1850年代末には事態は新たな局面

に入り，アロー号事件をきっかけとする第二次アヘン戦争の勝利により，英仏両国はさらなる対外

開放を中国に求め，一方，日本と列強の間で結ばれた安政の5力国条約は，日本への経済進出の

障害を取り除いた。

　ここでいう「列強」という言葉は非常にあいまいな語句であり，その成員も時代とともに変化す

る1。しかしあえて，1840－50年代の東アジアにおける「列強」というグループが具体的にどの国

々を指すかを考えてみると，イギリス，フランス，アメリカ，ロシア，オランダといった名を挙げ

ることができる。日米修好通商条約に続く一連の安政5力国条約では，西洋側の上記調印5力国

にほぼ同等の特権が認められており，最恵国条項によって等しく権利が保障されていた2。そして

何よりも，日本や中国の対外開放は，軍事力による威嚇や実際の行使の結果もたらされたものであ

り，その後の諸問題をめぐる外交交渉の成否は，現地での軍事力（軍艦）の展開能力如何にかかっ

ていた。こうして，当時東アジアで一定規模の艦隊を常時動員することができ，自国の商船の活動

を保護できた英仏米露蘭5力国こそ「列強」と呼ぶにふさわしい条件を備えていたのである3。

　しかし，転じて当時のヨーロッパ国際政治のなかで「列強」という表現を用いるとすれば，ウィー

ソ会議以後，イギリス，フラソス，ロシア，プロイセン，オーストリアのいわゆる五大国が真っ先

に挙げられ，東アジアにおける「列強」とは食い違いを見せる。それゆえ，この時期に自国がヨー

ロヅパの「列強」であると自負していたオーストリア帝国民が，東アジアにおけるオーストリアの

認知度や存在感，およびその地位がいかなるものであるかを知ったならば愕然としたであろう。実

際，1858年に世界一周航海の途上に東アジアを訪れ，現地でオーストリアの置かれた状況を肌で

感じ取っていた人物がいた。ドイツ諸邦では初となる国家的な世界一周事業を指揮官として率い，

国家的英雄となった海軍提督ベルンハルト・フォン・ヴュラーシiトルフ＝ウルパイルである。帰

国後彼は，トリエステの商業界を中心に広がりを見せていた東アジア遠征計画を強力に後押し，自

ら遠征を指揮する意欲すら見せた。彼は東アジアで一体何を見て，何を感じ取ったのであろうか。

彼を東アジア遠征計画の主唱者に駆り立てたものとは何であったのか。本稿では，1860年代初頭

に具体的な東アジア政策案を持っていた数少ないオーストリァ帝国高官のひとりとして，海軍の軍

人でありながら商務大臣まで歴任したヴュラーシュトルフの東アジア進出構想を取り上げる。彼が

この時期に執筆した通商問題，東アジア遠征問題に関する論文を分析対象とすることで，彼がどの

ような東アジア観を持ち，オーストリア帝国と東アジアをどのように関係づけていたか検討する4。

　この時期の西洋諸国の東アジア進出に関して，ドイッ（当時は未だ領邦国家にすぎない）を中心

に扱った歴史研究は，たしかに英仏米のものに比べれば少ないかもしれない。とはいえ，19世紀
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中葉のドイツの東アジア進出問題は，プロイセソ王国の東アジア遠征（オイレソブルク使節団：

1860－62年）を中心に日独両国の学界で多くの成果を得ているのも事実である5。だが，オースト

リア帝国の東アジア観東アジア政策となるとその数は限られ，パソツァーやローレソッの日填関

係史研究でその一端をうかがい知ることができる程度である6。このように，19世紀中葉のオース

トリアの東アジア観（政策）を扱った研究はプロイセンのそれに比べて圧倒的に少なく，19世紀

中葉のドイッ＝東アジア関係史がプロイセソ中心主義に傾く弊害をもたらしている7。それゆえ，

ここではオーストリア海軍将校のヴュラーシュトルフとプロイセソ海軍将校のライソホルト・フォ

ン・ヴェルナーの東アジア認識と政策観を付き合わせ，そこから見えてくる両者の相違点，ならび

に共通して見られるドイッの東アジア政策構想の本質を読み取ることを目的とする。さらには，彼

らが描いた構想が，19世紀「ドイッ」史においていかなる意味を持つのか，その歴史性も合わせ

て明らかにする。

第1章　ヴュラーシュトルフの東アジア進出構想

第1節　東アジアの現状に対する警告

　ベルソハルト・アロイス・ライヒスリッター・フォソ・ヴュラーシュトルフ＝ウルパイル＝ウル

バイル（Bernhard　Alois　Reichsritter　von　WUIIerstorf－Urbair）は，1816年1月29日にヴェネッィア

の地方行政官であった父カールと伯爵家出身の母ユーリエの長男としてオーストリア帝国領トリエ

ステに生まれた。当初彼は陸軍将校を志したが，17歳のときに海軍に志願し，士官候補生として

海軍のキャリアをスタートさせる。ウィーン天文台やヴェネツィア海軍学校で異色のキャリアを積

み上げた彼は，1848年革命時のヴェネッィア包囲戦の功績で少佐に昇進する。1850年代半ばには

フリゲート艦の艦長（大佐）として拡張期のオーストリア海軍を支え，41歳のとき，ヴュラーシ

ュトルフは科学調査や将兵の育成を目的とするノヴァラ号世界一周航海（1857－59年）の司令官を

拝命し，ドイツ諸邦初のこの大事業を成功に導く。帰国後，少将に昇進した彼は，戦隊司令官や軍

港司令官，議会対策責任者の要職に就いた後，1864年のデソマーク戦争時にオーストリア艦隊司

令官として北海に出撃する。さらには，1865年に成立したベルクレディ内閣の商務大臣に任命さ

れ，2年間この職を務め上げた後，政界と海軍の第一線から退き，1883年に南チロルで没する8。

　以上のヴュラーシュトルフの経歴のなかで，何よりも歴史に名をとどめる偉業として今日まで語

り継がれているのはノヴァラ号による世界一周航海であり，キャリアアップのみならず，彼の世界

観を築き上げるうえでもこの航海が果たした役割は大きい。1850年代末，彼は351名の部下ととも

に2年4ヶ月かけて世界を一周し，当時活況を呈していた世界各地の重要な貿易港を実見する機

会を持った。その際，彼は各地で現地の役人や商人たちと接触し，通商問題に関する最新情報を耳

にするとともに，多数の関連資料を持ち帰っていた。その成果は，帰国直後に出版されたノヴァラ

号遠征記9に盛り込まれているが，それとは別に，1860年と61年に彼は相次いで2本の通商問題に

関する論文を発表した。その主題は，世界貿易，とりわけアジア・太平洋貿易の重要性とそれに未

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一3一



だ参入していないオーストリア帝国の通商政策に対する警鐘であった10。彼にとって，地球上で最

大の産物と人口を抱えるアジア・太平洋地域は，「最も多くの工業製品を必要とし，最も多くの原

材料を供給する最も重要な地帯11」であった。それゆえ，世界貿易を扱った彼の論文でもこの地域

に関する記述が圧倒的に多く，さらには，アジア・太平洋地域は，①イソド水域（アデンーシソガ

ポール），②マライ・イソドシナ水域（ビルマのネグレイス岬一シャム湾一コーチシナ沿岸の大陸

沿岸部とインドネシア，フィリピンなどの島喚），③中国・日本水域，④オーストラリア水域の4

つの水域に大別されて論じられている。ここでは，このうち③の中国・日本水域に関する記述を取

り上げ，ヴュラーシュトルフの東アジア認識と政策提言を検討する。

　1858年7月，世界一周航海の途上にあったノヴァラ号は香港に寄港し，およそ2週間この地に

滞在した。その後，北上し上海にも2週間ほど立ち寄ったが，このおよそ1ヶ月間の視察結果が

ヴュラーシュトルフの以下に挙げる主張の基底にあった。現地でアロー号事件に端を発する第二次

アヘン戦争の結末を目撃した彼は，「あらゆる国の船が中華帝国の心臓部に至る巨大な大河を航行

し，少し前まで世界交通から完全に閉さされていた何百万もの人々と接触するようになるのは，も

はや遠い先の話ではない12」と，中国開放の流れがもはや不可避であることを悟った。また，入港

が困難であることから訪問を回避した日本に関しては，時代の潮流，すなわちヨーロッパ国家系の

全世界への拡大とその影響下への服従強要の前に日本は抵抗することができないとして，日本の開

放の必然性も確信していた13。このように，これまでの閉鎖的状態から脱し，ヨーロッパに開かれ

ようとしている東アジアの現状を目の当たりにして，ヴュラーシュトルフは祖国オーストリアにと

って絶好のビジネスチャンスが到来していることを感じ取った。つまり，東アジア地域の市場の大

きさのみならず，彼ら東アジアの民の生活上の特性がオーストリア帝国の貿易にとって好都合であ

る点を彼は以下のように指摘する。

中国沿岸で増している貿易活動，期待の大きい日本との交通，可能性のあるフィリピソの収益

力といったものは，この地域をきわめて重要なものにしている。そこに住む種族が，高価で洗

練されたヨーロッパの工業品をまったく必要とせず，むしろ安価で品質の落ちる製品の購買者

である事実は，この地域を我々にとってなおさら重要なものにしているように思われる。とり

わけ，そのような製品こそ，わがオーストリアが容易に輸出することができる代物だからであ

る14。

　しかし，このような期待とは裏腹に，ヴュラーシュトルラが現地で目にしたオーストリアの状況

は，「列強」と呼ぶにはふさわしくないものであった。

現下の状況において，中国，シャムで活動するオーストリア商船は，時折なされる現地官憲の

過大な要求に立ち向かうためのいかなる保護をも欠いており，それのみならず，他の海洋諸国
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と同様の扱いを求めるために必要な法的基盤を持っていない。日本帝国との通商については，

その地がオーストリアのために開かれておらず，他の海洋列強のように立ち入ることができな

いので，完全に問題外の状況にある15。

　つまり，東アジア三国と通商条約を結んでいなかったオーストリア帝国は，公使館はもちろん，

領事館すら香港を除いて設置していなかったのであり，オーストリア商人は自国政府の保護や後援

を受けられない状況下に置かれていた。すでにそれに先立つイソド訪問時に，ヨーロッパの小国に

すら劣るオーストリアの存在感の薄さに衝撃を受けていたヴュラーシュトルフは，中国寄港によっ

てその思いを強めるに至ったのである16。このような現状を憂えた彼は，「適切な措置を講ずべき

ときがきた」として，東アジアにおける領事館の設置に突破口を求める17。具体的には，貿易中継

地・貨物集散地であるシンガポールを適地として真っ先に挙げ，さらには，絹や茶のヨーロッパ向

け輸出の要港である上海を領事駐在地として提言している。また，アクセスが可能になった場合に

は，シャムや日本にも領事，もしくは領事代理を置くべきであるとしている。いずれにせよ，領事

駐在の法的基盤となる通商航海条約の締結をまず急ぐ必要があり，このような条約こそ，今日の国

際貿易において国家間の最初の結合点となるべきものであると彼は考えていた18。

第2節　「力」に基づく東アジア政策構想

　このように，オーストリアが東アジアで置かれた状況を現地で目の当たりにしたヴェラーシュト

ルフは，これを打開するために領事館の開設とその前提としての通商条約の速やかな締結を提言し

た。しかし，東アジア諸国との条約締結に際して，平和的な外交交渉では何の成果も得られないこ

とを彼は十分認識していた。それゆえ，ヴュラーシュトルフは，条約交渉に臨む使節団を大型の軍

艦で構成される艦隊でエスコートし，軍事力を背景に交渉を側面支援する必要性を強調する。大砲

の数に応じて（比例して）懸案は有利，かつ迅速に解決すると彼は信じていたのである19。彼の念

頭には，オーストリアと同様に東アジアで無条約の状態にあったプロイセソ王国が，通商条約締結

をめさして軍艦4隻からなる使節団（オイレソブルク使節団）を派遣した事実があったであろう。

彼は帝国の威信や現地の情勢を勘案して，砲31門搭載のスクリュー式汽走フリゲート艦2隻，砲

22門搭載型スクリュー式汽走コルベット艦1隻，スクリュー式汽走スクーナー1隻，輸送船1隻

の計5隻から構i成されるオーストリア遠征艦隊の派遣を提案し，最低限の武装として重砲70～80

門，乗組員1100～1200名が必要であると見積もった20。つまり，当時のオーストリア海軍の総力を

挙げた，プロイセソ艦隊を上回る規模の遠征隊を彼は思い描いていたのである。

　世界一周航海を実際に指揮した者としての彼の提言は，具体的な艦隊の構成員・任務にまで及

び，さらに細かく綿密な指針が示されている21。そして，この東アジア遠征，および条約締結によ

り得られる利益として，輸出市場の開拓，海軍将兵の精神的・実務的能力の向上，収集された現地

情報の有効活用の3点を彼は特に取り上げている22。ヴュラーシュトルフには，この使節艦隊の遠
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征が帝国の通商や国内産業の振興，海軍の発展，さらには今後の東アジア政策に大きな利益をもた

らすという確信があったのである。

　とはいえ，条約によって無事権利を獲得したとしても，条文自体がその権利を保障してくれるも

のではないという認識は，東アジア駐在の欧米外交官の間では常識であり，現地を直接知り，現実

主義者であったヴュラーシュトルフも当然この事実を自覚していた23。前述したように，彼は条約

交渉を成功させるためには「力」による支援が必要であると悟り，5隻の軍艦から構成される使節

艦隊を提起した。彼はそれに加え，「力」の行使が交渉時だけの一時的措置ではなく，永続的な権

益追求・保護手段としても活用されるべきだと考えていた。その根拠として，欧米の領事が武力の

裏づけなしに中国当局に要求を提示した場合，列強との貿易を快く思っていない中国側の官憲によ

って要求が斥けられてしまう事例が挙がっている24。つまり，条約締結と領事配置後の現地での外

交や商業活動は，物理的強制力の裏づけがあってこそ現実的な意味を持つのであり，ただ条約を締

結して領事を駐留させても，それだけでは何の効果もないことを彼は以下のように説くのである。

沿岸部の中国人にとって，　　あらゆる半可通の海洋民族と同様に　　彼らが強国とみなす相

手は，軍艦を並べることによって自身の願望や要求を強く押し出すことができる国の国民であ

る。軍事力の展開によって，大部分の人々は，西洋の当該政府がただ単に存在しているのみな

らず，異国沿岸部においてですら彼らの存在を明確に主張するための手段を保持しているとい

うことを常に意識させられ，多かれ少なかれ影響を与えられるのである。そのような国民にと

って，敬意という概念はたとえ恐怖という概念と同義ではないとしても，きわめて似通ったも

のであり，あるいは少なくとも半文明的な地域の沿岸部でイギリス人は恐れられているし，彼

らの軍事力がいつ何時でも自国民一たとえ身分が低かろうが一とその利益を守る用意があ

るという，まさにその理由だけで彼らが尊重されているといっても過言ではないだろう25。

　このように，東アジアの国民にとって敬意は恐怖という感情に由来するものであり，軍事力（軍

艦）の示威こそが尊敬を得る源泉であるという認識に彼は立っていた。換言すれば，ヨーロッパか

ら遠く離れた沿岸諸国において，「海の利益代表（eine　Vertretung　zur　See）によって自己の力を証

明し，さらに必要な場合には，武力を用いて権利を守り，あくまで押し通す意志があるということ

を証拠づけた場合のみ26」外来国民が当地で友好的に扱われると彼は考えていたのである。彼のこ

のような考え方は，単に軍人としての「力」に対する信奉のみに由来するのではなく，同時代の多

くの者に共通する文明観や世界観に由来するものでもあった。

文明国との通商航海条約は，国際的な流儀に則って成立させることができ，稀に国家同士の友

好関係に基づいて両者の利益のために取り結ばれる，ある種の別の補足手段を必要とすること

もある。しかし，そのような友好関係が存在せず，一方の側では自己の貿易拡大の欲求が支配
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的であり，他方の側が異質な文明，すなわち外国との交易に関する公法において異なった原理

が見て取れる，さらに極めつけは，激しい人種的憎悪や自己の能力への極端な過大評価を伴っ

た道徳的従属性についての本能的確信がはっきりと現れる中国・日本沿岸部のようなケースで

は，達成をめさす目的に応じて多かれ少なかれ重要な意味を持つことになる力の行使によって

支えられる場合のみ，国家間交渉は可能であり，将来のために価値を有するのである27。

　つまり，彼の砲艦外交思想の根本からは，西洋・非西洋の二項対立の図式が読み取れ，文明や人

種を異にする者の間にある宿命的な軋礫や障壁の存在が議論の前提となっている。それゆえ，異な

る法秩序を持ち，自己への過信に基づく中華思想や排外思想が取り巻く東アジア世界で西洋人が自

身の目的を完遂するためには，「力の行使」以外に頼るべきものはないという信念がそこにはあっ

た。とはいえ，彼が単に非情な武力発動信奉者，好戦主義者であったとみなすこともできない。論

文のなかで，アメリカ海軍長官のペリー提督宛指令書が引用されていることからもわかるとおり，

彼が模範としていたのは，武力発動なしに目的を達成した米ペリー艦隊であった。また，ヨーロッ

パ諸国の間でもしばしば見られる事例として，艦隊の相手国への平和的訪問がそのまま無言の圧力

となり，公式の友好関係が傷つくことなしに要求が受け入れられる事実を彼は指摘している。つま

り，陸軍が相手国へ入るのは戦争の場合に限られるし，動員や国境への集結は深刻な事態をもたら

す一方で，艦隊は外国への平和的訪問が可能であり，この硬軟使い分けの利便性こそ「艦隊の大き

な長所」であると彼は信じていた28。東アジアに軍艦を常駐させても現地国との衝突を招くことは

なく，むしろ逆に，平和的な関係の礎になるという確信がそこにはあったといえる。

　このように，彼が軍艦の効能を強調した背景には，もちろん軍人としての思考や海軍の有用性を

アピールしたいという心理もあったであろう。とはいえ，海軍という狭い枠にとらわれず，外交官

と海軍艦艇の連携による経済利益や威信の保護という国家戦略的観点から彼が東アジア政策を捉え

ていたことは，すでに見たとおりである29。

第3節　植民地領有構想

　これまで見てきたように，東アジアへの政治的進出の意義を感じ取ったヴュラーシュトルフは，

使節艦隊派遣→通商条約締結→領事館設置・軍艦配置というシナリオを描き，その具体的方策を示

すことで政府に行動を促すとともに世論を喚起しようとした。彼にとって，通商条約，領事配置，

軍艦常駐は一体のものとみなされ，このうちのどれ一つも東アジア政策には欠けてはならない要素

であったが，当時のオーストリアにはこのすべてが欠けていた。それゆえ，最優先の課題として，

彼は条約締結交渉の任にあたる外交使節のエスコートを目的とした東アジア遠征艦隊の派遣を提起

した。しかしながら，遠征が成功した後，条約を担保し自国商人の経済活動を保護するためには軍

艦の展開が必要とされたが，そこに新たな課題が浮上する。つまり，その軍艦はどこで補給を受

け，どこのドヅクで修理を受けるのか30。また，進出したオーストリアの商人はどの港を拠点に定
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めればいいのか。このように，条約締結後に現れる問題を予測して，ヴュラーシュトルフの構想に

は植民地獲得が視野に入れられていた。ここでは彼のアジア植民地観や具体的な政策提言に入る前

に，彼の思考に影響を与えたであろう当時の時代背景とオーストリアの植民地計画の指針となった

シュタインの意見書を見ておこう。

　19世紀前半期において，ドイッ諸邦の知識人の間に海外進出論が広がっていたことは，フェン

スケの一連の研究が明らかにしている31。その思想的背景をなすものには，海外移住の増加という

ドイツの特殊事情，海外貿易の促進や艦隊の建設に対する願望，社会不安を外にそらすという社会

政策的思惑，民族の威信や愛国心の高揚といった要素と並んで，植民地建設への切実な欲求があっ

た。自由主義や国民主義を標榜する出版物のなかに多く見られたこれらの海外進出論は，1848年

の革命の挫折とともにドイッ内では確かに後退した。ところがオーストリア帝国の海軍や商業界で

は，逆に1850年代から60年代にかけて，海外進出計画が真剣に議論され，植民地獲得を訴える声

も広がりを見せていたのである。

　1850年代のオーストリア帝国における植民地政策論の背景には，スエズ運河建設計画によるア

ジア直接貿易への期待があったが，とりわけこの計画に熱いまなざしを送っていたのが，トリエス

テの商業界であった32。創業から20年余りで地中海最大規模の海運会社に成長していたオーストリ

ァ・ロイド社（Osterreichische　Lloyd　Triest／Lloyd　Austriaco）は，早くからインド航路に関心を

寄せており，同社にとってスエズ運河計画は，社運を左右する重要性を持っていた33。そしてこの

オーストリア・ロイド社の設立発案者（1851年には社長就任）こそ，1848年革命後にオーストリ

ア帝国の商務大臣や大蔵大臣を歴任したカール・フォソ・ブルックであった。1850年代後半，ス

ェズ運河の実現性についていまだ疑問視する声も多々見られるなか，政府上層部にいた蔵相ブルッ

クと海軍総司令官マクシミリアン大公は，運河開通を確信しており，それが帝国の利益増進につな

がることを期待していた34。そして，彼らの構想に思想的根拠を与えたのが，ウィーン大学教授で

政府顧問であったローレソツ・フォン・シュタイソである。

　シュタインがマクシミリアン大公に提出した意見書の概略は以下のとおりである。まず，スエズ

運河の開通がヨーロッパのアジア貿易の形態を激変させ，これまでのアフリカ迂回ルートから地中

海・紅海ルートへの転換が訪れる。それゆえ，トリエステは中継港として重要な役割を与えられ，

オーストリア帝国にとって大きな利益が見込める。ただし，同国がこの世界最重要の通商路に関与

するためには，ヨーロッパでセカンドクラスの海軍を整備する必要があり，さらにはアジアに貿易

拠点を築くことが重要であるとシュタインは考えていた。そこで彼は，これらの課題をクリアする

ためのひとつの方策として，中堅海洋国との連合を挙げている。東インド貿易に利害を持つオラン

ダ，スペイソ，ポルトガルと海洋連合を結び，オーストリア海軍による通商路保護と引き換えに，

彼らが東インドに有する領土の活用を要求し，さらには共同で領土の開発に当たるという案であ

る。海洋連合の成否に関わらず，彼が海外拠点・植民地の獲得に熱心であったことはその具体的な

候補地名の列挙からも明らかである。紅海海域の拠点としてアビシニア，紅海南西部，ソマリア沿
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岸，東インド貿易の中間地点としてモルディヴ諸島，ラッカディヴ諸島，ポルトガル領ゴア，中継

地・植民地の両方の側面を持つものとして，オラソダ領東イソド（イソドネシア）とニューギニア

が挙げられている35。

　とはいえ，シュタインはこれらの各地の状況について詳細を知っているわけではなかったので，

実際に現地調査の上で候補地選定を行う必要があった。そこで，海軍総司令部は二つの調査活動を

企画した。一つは，1857年に派遣された紅海調査隊であり，海軍将校テゲットフとアフリカ専門

家であるホイクリン（当時のスーダソ・ハルッーム副領事）が私的旅行を装って調査活動に当たっ

た36。これと同時期に海軍総司令部が計画した第二の植民地調査こそ，ヴュラーシュトルフ指揮に

よるノヴァラ号遠征であり，自然科学調査という公表目的以外に，植民地の候補地調査という別の

目的もあったのである37。海軍総司令官に提出された前述のシュタイソ意見書は，世界一周の航海

に出るノヴァラ号司令官，すなわちヴュラーシュトルフにも手渡されていた。とりわけマクシミリ

アン大公は，流刑植民地としてのニコバル諸島（ベンガル湾）獲得を念頭においており，ヴュラー

シュトルフも遠征途上で同諸島を綿密に調査していた38。

　それでは，世界航海の機会を利用して各地を実地に調査した経験から，ヴュラーシュトルフはど

のような植民地観を持つに至ったのであろうか。まず，根本的な部分において彼はシュタイソやブ

ルックと同様，ヨーロッパによるアジア・熱帯地方支配は必然的であるという認識をもち，弱者の

生存領域を欧米人が強制的に開発する大義を信じていた。フェンスケの言葉を借りれば，ヴュラー

シュトルフにおいては「帝国主義的行動，海外における世界帝国の建設，他の大陸への経済的・軍

事的浸透，弱小民族の征服，これらすべてが無条件にひとつの自然法則として肯定されていた39」

のであり，植民地思想の道義性については何の迷いも見られなかった。

　植民地の形態に関しては，彼が思い描いていたのは流刑植民地の姿であり，これこそが発展の鍵

と考えられた。つまり，囚人施設の一部を国内から海外の植民地へ移転することにより，国内の囚

人施設の諸経費が削減され，この削減分はそのまま植民地建設の初期投資にまわされることにな

る。植民地への人員・物資輸送を担当するオーストリア貨客船は，帰路に植民地産品を持ち帰るな

ど同時に貿易業務に携わり，自国の貿易活性化にもつながる。また，現地では自発的移住者と釈放

囚人が住民の核となり，植民地開発に関与することが期待された。こうして自立した植民地は，帝

国の貿易根拠地としての役割も担い，国家全体に利益をもたらす存在であった40。

　このような流刑植民地発展論とノヴァラ号での現地調査に基づいて，彼が獲得候補地として挙げ

た地名は，①ニコバル諸島②マレー半島とボルネオ島の間に位置するナツナ諸島・アナソバス諸島

③ソロモン諸島であった。シュタイソが提案したニューギニアについては，通商路との位置関係，

領土の大きさや気候的条件，さらには現地部族との衝突を危惧して，不適という判断を下した41。

つまり彼は，大規模な面積を持つ植民地の獲得は，国際問題への発展や手段・人員の不足から困難

であると考えていたのである42。

　上記の判断を下す前提として，彼は植民地を二つの類型に分けていた。一方は高い生産能力と欧
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州製品に対する一定の消費力を兼ね備えた大規模な「植民地」，他方を商業・航海上の「貯蔵所」

（Dep6tplatze）ないし「停留地点」（Anhaltspunkte）と表現し，これに流刑地，居住地としての機

能も含めて，，Niederlassungen“と言い表した43。ヴュラーシュトルフがオーストリア帝国のために

必要と考えた海外領土は，この小規模の”Niederlassungen“を意味していた。つまり，イギリス

領のインドやオーストラリア，あるいはオラソダ領東インドのような「面」ではなく，シンガポー

ル，アデソ，香港と同様の「点」の確保に主眼が置かれていたのである44。また，獲得段階におい

ても，後者は前者に比べ獲得できる可能性が高いと推測された。まとめると，彼はオーストリア帝

国にとっての海外根拠地の原則として，①重要な通商路に位置し，既存の欧州人支配港と結びつき

があること，②将来の拡大の核であり，面積が大きい必要はない，③わずかな軍事的手段での保

護，ならびに艦隊による駐屯兵支援が可能であること，④獲得に際しては他の列強との紛争を避け

ること（領有前に合意を得ることが理想），以上のこの4点を挙げていた45。

　しかしながら，ヴュラーシュトルフが提唱した海外領土の獲得は実現しなかった。前述のよう

に，ヴュラーシュトルフはニコバル諸島の潜在性を高く評価しており，来るべき東アジア遠征の途

上，さらなる調査や居住地・商館の設営がなされることを希望していた46。だが，イタリア独立戦

争やデンマーク戦争，普懊戦争が計画の実現を阻み，国内外の政局の不安定化からオーストリアは

積極的な外交政策をとることができなかった。そもそも，東アジア遠征自体，実現したのは彼の提

言から10年近く経ってのことであり，その間ニコバル諸島はイギリスの流刑植民地になっていた

のである。

第2章ヴェルナーの東アジア進出構想

第1節　「小ドイツ」主義的な東アジア政策観

　次に，プロイセンの東アジア遠征に随行し，その体験をもとに東アジア進出構想を公に問うたヴ

ェルナーの遠征記を取り上げ，ヴェラーシュトルフの論稿との比較を試みてみたい。ラインホルト

　フォン・ヴェルナー（Reinhold　von　Werner）は，1825年5月10日にプロイセン王国領マクデブ

ルクに生まれ，1842年にハンブルクの商船隊に入って船乗．りとしてのキャリアをスタートさせた。

1849年には，革命時に新設された「ドイツ艦隊」に補助将校として入隊し，1852年の「ドイツ艦

隊」解体後はプロイセソ海軍に中尉として任用された。1856年に大尉に昇進した後，ヴェルナー

は通商条約の締結を目的とした東アジア遠征艦隊（1860－62年）を構成する輸送艦エルベ号の艦長

を任じられ，無事その任務を果たす。帰国後の1864年には，コルベット艦の艦長としてデソマー

ク戦争に従軍し，佐官級に昇進を遂げた後，工廠司令やフリゲート艦艦長などの要職を難なくこな

していく。1873年には，スペイソ革命の混乱からドイッ国民を保護するために西インド派遣艦隊

の司令官（大佐）として出撃する。しかし，その際の独断行為が宰相ビスマルクの逆鱗に触れ，司

令官を解任されて軍法会議にかけられることになった。その後，無罪を勝ち得たヴェルナーは，

1875年に少将に昇進し，バルト海艦隊の司令官として着任する。1878年，彼は一線から退き，海
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洋問題に関する著作の執筆に労力を費やし，中将の肩書き（1898年授与）や貴族の爵位（1901年

受勲）を得た後，1909年2月に83歳で生涯を閉じる47。

　1860年代初頭に東アジアを訪れたヴェルナーも，ヴュラーシュトルフ同様，「3億6千万人の消

費人口を擁する中華帝国48」の巨大市場が開けようとしている現場を目撃した経験から，東アジア

の商業的可能性を高く見ていた。ところが，ヴェルナーが中国滞在中に目にしたプロイセン商船

は，わずか3，4隻にすぎなかった。ヴュラーシュトルフと異なっている点は，ヴェルナーが自国

商船の置かれたその状況を悲観していないことである。というのも，彼の視線は90隻のハソブル

ク商船やその他に計100隻を超えるブレーメン，オルデソブル久ハノーファー，メクレソブルク

のドイツ系商船の存在に向けられているからである49。プロイセンの出遅れとは対照的に，中国の

各港にはドイツ系の沿岸諸国・諸都市の商船が頻繁に出入りしており，たとえば，香港では，年間

200隻を超えるドイッ商船が入港している事実をヴェルナーは指摘している50。また，最近開港さ

れたばかりの天津では，25隻停泊していた外国商船のうち19隻がハンザの商船によって占められ

ていたことや，沿岸海運におけるドイツ船チャーター数が英船チャーター数を凌駕している現実を

ヴェルナーは誇らしげに伝えている51。このように，ヴェルナーの論稿は，本国プロイセソを軸に

したものではなく，関税同盟やハンザを包含する「ドイッ」に照準を定めており，その点でオース

トリア的観点に固執したヴュラーシュトルフとは対照的である。プロイセン海軍入隊前にハソブル

クの商船隊や1848革命時の「ドイッ艦隊」に勤務していた経歴が，プロイセソを超越したヴェル

ナーのドイツ的視線の背景にあったと思われる。なお，当時厳密には「ドイッ」という国は存在し

ておらず，その概念もあいまいであったが，ヴェルナーはドイッ諸邦を一括して「ドイツ」という

呼称を使っているので，以下ではそれにならい「ドイッ」という語句を用いる。

　上述のように，沿岸海運や船舶入港数におけるドイッ商船の活躍を喜ぶ一方，ヴェルナーは独中

間の直接貿易の不振には憤りを覚えていた。つまり，ドイッに運び込まれる中国産の絹や茶の大半

がイギリスやロシア経由のものであり，そのためコスト高によってドイッ内で価格高騰を招いてい

る現実は「まったくおかしな話」であり，独中間の直接貿易の必要性を彼は説いている52。中国沿

岸で活動する200隻のドイッ船と同数の遠洋航海用の船舶が独中間を航行し，ドイツと中国の商業

を直接結びつければ，シュレジエンの職工の苦境を救い，米大陸貿易と同様の成果がドイッにもた

らされることを彼は期待Lていたのである53。

　ただし，このような海外貿易振興策は，プロイセンー国の努力では限界があり，関税同盟諸国の

連携のもと国際競争に参入すべきだというのがヴェルナーの信念であった。そのため，今回の遠征

を通じて成就した東アジア諸国との条約締結や在外公館の開設は，「ドイッで強力に芽生えつつあ

る進取の精神に新たな強い刺激を与え，ドイッ商人の注目をあの土地，すなわち，3億6千万人の

巨大な人口が我々の工業製品の輸出のために最高の見通しをもたらしてくれる中国に向けさせ

る54」絶好の機会となった。前述したとおり，ヴェルナーの著述はプロイセソを超越した全ドイッ

的な視点に基づいているが，遠征で得られた成果をドイッ統一問題におけるプロイセンの覇権確立
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のために積極的に活用しようという姿勢も見られた。つまり，中国在住のドイツ商人は，以前は英

仏の公権力に保護を求める状況であったのが，この遠征を機に，ドイツ商人はみなプロイセソ公使

を全ドイッの代表とみなしプロイセンの保護下に赴いたと事実を誇張して語っている55。

ねばり強さと慎重さで対中条約の対象国をハンザ諸国やメクレソブルクにまで拡大することに

成功した事実は，少なくとも8分の7が非プロイセン国民で占められている在中ドイツ人の

プロイセソに対する好意をある程度高めることに寄与した。・1年前はまだ，プロイセソ固有の

目的が隠蔽されているとしてこの遠征は不審の目を向けられていたが一たとえいわれのない

ことだとしても，日本との単独条約の事実によってこの感情はなだめられなかった　　対中条

約がプロイセン政府のドイッに対する心情や無私の気持ちをはっきりさせたので，あらゆる偏

見が消え去り，今中国においてもプロイセソこそが海外でドイッを代表する使命を帯びた国で

あるとみなされるようになった56。

　このように，ヴェルナーの旅行記が遠征の成果を過大に吹聴し，「ドイッ問題」におけるプロパ

ガンダの機能を帯びていたのは確かな事実である。ただ，ヴェルナーの論稿にプロイセソの東アジ

ア政策の本質が表れていたことも見逃せない。つまり，プロイセン商人の進出によって新規開拓を

めざすのではなく，先行するハンザ商人たちの経済活動を政治的に支援することで，ドイッ商人が

すでに築き上げた強みを積極的にいかすとともに，そこで形成される「保護者」としてのプロイセ

ンのイメージをドイツ内での政治的地位の確立のために利用する方策である。こうしてヴェルナー

の言説に表れたプロイセンの東アジア政策構想は，プロイセソ主導の関税同盟やハンザの一体性を

基盤とする「小ドイッ」主義的性格を帯びていた。他方で，ヴュラーシュトルフやシュタイソに代

表されるオーストリアの当時の東アジア政策観は，あくまでトリエステ・アジア間貿易の開拓とそ

れによるオーストリアの経済振興を追求するものであり，「大ドイッ」主義でも「中欧の七千万人

帝国」でもない「オーストリアー国」主義的な色彩を帯びていたといえる57。

第2節　「力」に基づく東アジア政策構想

　ヴェルナーとヴュラーシュトルフの著述に見られる二つ目の大きな違いは，当時東アジアで支配

的な地位を確立していたイギリスに対する意識である。ヴュラーシュトルフの論文では，もっぱら

オーストリアと東アジア諸国の直接的な関係が争点になっていたが，ヴェルナーは，先行者である

イギリスの存在を強く意識している。たとえば，現在の貿易状況や東アジアの民の生活を勘案し

て，イギリスに対する従属状態にあるドイツの絹・茶貿易を独立させる必要性を論じ，ガラス製品

や安価な毛織物といったドイッの得意分野でイギリスに競争を挑むべしとヴェルナーは説いてい

る58。そしてその根底には，イギリスに太刀打ちできるという自信，ドイッの競争力に対する揺る

ぎない確信が潜んでいた。つまり，急速な発展を見せるドイッ経済の明るい未来像を描き，さらに
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中国におけるドイツ商船の活躍を目撃したヴェルナーは，「南北アメリカ同様，ド・イッの競争力は

この地でもあらゆる他国の人々を脅かすことになるであろう59」と予想し，イギリスを追い落とす

のは無理としても，競う力や条件は備えていると自信を見せる60。

　このように，イギリスの商業覇権への挑戦を熱烈に説くヴェルナーは，海軍将校として，あるい

は，東アジア遠征艦隊の艦長として，その挑戦の鍵となるのが海軍力の問題であることも併せて認

識していた。

我々が東アジアで競争者として現れ，すでに沿岸貿易を完全に手中に収めている現在，この地

でいっそう精力的に世界貿易への関与を深めようとしたならば，我々はイギリスに最も強烈な

損失を与えることになる。そして我々は，海軍の存在によってたやすくそれが可能であり，そ

もそも，そのような海軍なくして実現は不可能なのである。

　上記の言葉に表されているように，ヴェルナーは当時世界の海洋を支配していたイギリス海軍へ

の挑戦を口にしており，一見無謀ともとれる。しかし彼の真意は，イギリスに匹敵する海軍力の整

備にあったのではなく，軍艦の効果的な配置による経済的・政治的利益の極大化であった。つま

り，ヴェルナーはヴュラーシュトルフ向様，条約締結と外交官の配置は東アジア進出の第一歩にす

ぎず，その第二歩として，「祖国の交通に力強い保護を与え，ドイッの名に尊敬をもたらすことが

できる東方水域駐留のプロイセソないしはドイッ戦闘艦隊の配置61」を説くのである。たとえ通商

条約の締結に成功したとはいえ，「至るところでドイッの旗に対する尊敬の念を抱かせる艦隊の存

在がなければ，条約は幻想にすぎない」のであり，現地に駐在する「外交官の発する言葉に迫力を

与える手段」である軍艦の展開は絶対不可欠なものとされた62。以下のヴrpルナーの文章は，当時

の東アジアの条約体制の本質が砲艦外交にあったことを我々に教えてくれる。

中国におけるプロイセンの在外公館には，同時に，その水域におけるプロ・fセン艦隊の駐留が

伴わなければならない。それどころか，これこそが中国政府に対峙するうえで前提となるもの

である。大砲を持たない公使，あるいは領事は，ハ・fチにおけるのと同様の意義しか中国では

持ちえず，また，紛争が生じた際，中国のどこかの港に軍艦が姿を現すことで，中国の役人は

それを決して侮ることはできず，その実践的な価値を証明してくれる。はるか遠方のこの地に

おける物理的強制力の不可欠さについては，中国の状況に通じた者なら誰でも確信するもので

あり，いかなるときも，その確かな証拠が見出される63。

　また，彼が軍艦の常駐を説くのは，東アジア諸国に対する圧力手段のみを目的としたものではな

い。中国近海における海賊の出没と中国海軍の警備能力の欠如，とりわけ台湾に漂着するドイッ商

船が盗賊に次々と襲撃される事例を引いて，ヴェルナーは治安維持や「即決裁判」，懲罰手段とし
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ての軍艦の役割にも言及している64。つまり，ドイッ商船が海賊被害に遭った際，ドイッ海軍に成

り代わりイギリス軍艦が懲罰行動と賠償請求に乗り出す現状は，イギリスへの挑戦を標榜するヴェ

ルナーにとって座視できない光景であったのである。こうして，現地政府に対する物理的強制力や

無法者に対する懲罰手段として東アジアでの展開が必要となる軍艦数をヴェルナーは大型艦1～2

隻，大型砲艦数隻と見積もって，その駐留経費を25万ターラーと算定した。このような出費は，

世界貿易に関与する大国としては当然必要な経費であり，莫大な利子をもたらすための出資金とし

てヴェルナーは正当化するのであった65。

第3節　「道義」に基づく東アジア政策構想

　以上述べてきたように，条約締結→在外公館設置・軍艦配置というプロセスは，ヴェルナー，ヴ

ュラーシュトルフ両老が思い描いた東アジア進出構想の核心に位置し，東アジアの新規参入者であ

るプロイセン，オーストリアにとって何が必要か，その考えは共有されていた。前章で見たよう

に，ヴュラーシュトルフはこれに拠点植民地の建設を付加し，外交官・軍艦・植民地が一体となっ

たオーストリアの東アジア政策を提言していたが，それでは，プロイセン，および全ドイッの立場

に立ったヴェルナーは植民地問題にどのようなスタンスをとっていたのであろうか。

　ヴェルナーは，アジアにおける英仏の植民地争奪戦を「強者の権利」とみなし，プロイセンがそ

れに参入できないのは残念であると語る一方，合法的に領有可能な地はまだ残っているとして植民

地獲得そのものには否定的ではない66。彼が考える合法的な獲得候補地とは，実はオランダが領有

するスマトラ，ボルネオの半分を指していた。このような広大な植民地を統治するには，オランダ

はあまりにも弱小であり，なおかつ，敵対国の攻撃を単独で防衛するすべを持っておらず，それゆ

え，プロイセソからの半分譲渡の要請にオランダ側は喜んで応じるであろうと彼は期待するのであ

った67。この楽観的な考え方の背景には，ヴェルナーが蘭領東イソドに立ち寄った際，オランダ人

の同胞愛に基づく友好的な歓迎に接するという体験があったが，前述のシュタイソ意見書に見られ

るように，オーストリア側でもオランダとの東インド植民地の共同統治構想が浮上していたのは偶

然であろうか。小国オランダの植民地開発能力や防衛能力への懐疑がその根底にあるとともに，独

蘭の歴史的親密性や相互補完性に基づく独填連合構想が19世紀中葉に広くドイッ内で見られたこ

ともそのことと関係しているように思われる68。

　しかしながら，多くの研究が明らかにしているように，オランダの植民地統治は比較的うまくい

っており，ヨーロッパでの地位保全や威信という面でもオランダが安易に植民地を手放すようなこ

とは考えられなかった69。ヴェルナー自身，オランダの東インド統治の安定性や実績を高く評価し

ており，オランダとの植民地分割案にはそれ以上の言及はしていない70。むしろ彼の頭にあったの

は，プロイセン政府が東アジア遠征中に獲得をめざした台湾であったのではないか7ユ。ヴェルナー

は実際に遠征途上で台湾に短期間立ち寄り，現地を見ているし，産業の可能性や住民の様子，港湾

の状況などについて報告を記している72。開港以後，台湾は厘門や香港とのリソクを基線に東アジ
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ア貿易への結びつきを強めようとしており，未だ西洋の植民地となっていないこの島をどの国が支

配するか注目されていた73。とはいえ，軍艦から情緒あふれる台湾の光景を目にして，ヴェルナー

は，「この美しく実り豊かな一帯が未だ文明の恵みに属していないこと，とりわけ，ドイツの所有

地でないことは残念である74」と感慨深げに述べているだけで，植民地化の提起や具体的な計画を

語っていないことから，植民地領有にどれほどの熱意を持っていたかは不明である。

　このように，ヴュラーシュトルフがその次なるステヅプとして拠点植民地の建設を提起していた

のに対し，ヴェルナーの構想からは明確な植民地建設計画は読み取れない。ヴェルナーの東アジア

政策構想において最大の関心事は，いかに現地でのドイッの商業を盛り立て，イギリスに対抗して

いくかであった。そのための手段の一つとして，当然拠点植民地の獲得も視野に入れられていたで

あろうが，それはあくまで手段であり目的ではなかった。彼は東アジアの商業体制で成功するため

の鍵として，植民地獲得よりも当面重要とされるもの，すなわち商人のマンパワーを基礎とした

「信頼力」と「道義」を前面に掲げるのである。つまり，政府が東アジア貿易へ新しい道を切り開

き基盤を整備した後，これ以降は商人の果たす役割がよりいっそう重要になるという認識がそこに

はある。このビジネスの質という観点でも，やはり以下のように彼が・イギリスの成功から学ぼうと

する姿勢が見受けられる。

イギリス人は良質の商品サンプルを送り，中国人にそれらを見せ，気に入らせ，そして中国人

は購入の際に実際に商品に目を通すことなしに年がら年中何千バレンも注文するのである。中

国人は正しい商標がついているのだけを確認し，こうしてまた，なかに含まれる製品が良質で

あることを知る。まさにここに，商売におけるイギリスの優勢の秘訣があるのだ75。

　この「イギリス人の信頼性こそ東アジア貿易で彼らが成功した秘訣76」であり，この点でドイッ

がイギリスに後れをとっている限り，現地でイギリスとの競争に打つ勝つことはできないとヴェル

ナーは考えた。・イギリスから見習うべきはこの信頼力，道義力であり，これは単に，イギリスの東

アジア貿易を実り豊かなものにするにとどまらず，そこで育まれよりいっそう力を増す信頼力や道

義力がイギリスに跳ね返り，全世界に及ぶイギリスの帝国支配を支えていることにヴェルナーは気

づくに至る。

そもそも，世界貿易がいかなるものであるかを知ることができるのは，はるか遠くの中国や東

インドにおいてのみである。この世界貿易を掌握する民族は，地上で最強の民族となるに違い

なく，世界貿易で卓越した地位をもたらす強力な道義的力を拠りどころとするかの地を支配し

続けることは，軍事国家の何百万という兵土をもってしても不可能なことである。このこと

は，この地でのみ学び理解できるのである。まさにその点にこそ，イギリスの強さ，活力，耐

久力，自信の全秘密が隠されているのである。つまり，全世界，とりわけインドと中国におけ
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る大規模な貿易がもたらす道義的力にイギリスは支えられているのである77。

　このように，一見軍事力によって支えられているかに見えるイギリスの世界支配の源泉が，信頼

力や道義力といったソフトなパワーの側面にもあり，武力と道義力の絶妙な使い分けにこそイギリ

スの帝国支配の秘密があるとヴェルナーは悟った。このことは，十分な物理的強制力を持たない小

国オランダが，巨大な人口を擁する東イソドの植民地を首尾よく治めている事実とも関連してい

た。つまり，支配者である白人の側に倫理と法の遵守を求め，原住民社会への配慮を怠らないこと

こそ白人＝支配者という認知を確立できたのであると，ヴェルナーはオランダの道義力を評価して

いる78。

　翻ってドイツの道義力はどうか。ド・イッが中国の沿岸海運で成功を収めている背景には，中国人

に対するドイツ商人の接し方があるとヴェルナーは見ていた。というのも，欧米の商人に見られる

中国の顧客に対する黒人同様の扱いに比べ，ドイッ人は彼ら中国人を同胞として友好的に扱ってお

り，ドイツのチャーター船が人気を博している理由はこの点にあると彼は指摘する79。そして，こ

のようなドイツ人の人柄や信頼性に由来する中国人の好意のなかに，ドイツの利益の本質をヴェル

ナーは見出すのである。

それを最も可能な限り活用できるのは，まさにドイッ人を置いてほかにない。揚子江や北方の

港湾の開放でドイツの商工業にとって大変好都合な機会　　それはまれにしか訪れないであろ

う一が到来し，ドイッ人は他国の国民以上に中国人から好かれているので，まさにドイッ人

こそがそこから最大の利益を導き出すことができるということは，強調しても強調し足りない

ほどである80。

　ヴェルナーは挙げていないが，この道義力にはさらに，「植民地非保有」や「海軍小国」という

他の欧米諸国との目に見える差異が肯定的な作用をもたらす。つまり，東アジアの国民は，ドイッ

のなかに他とは異なる「西洋」を見出し，非西洋諸国を植民地化することも大艦隊で来襲すること

もしない特別な西洋の国として，ドイッに一目置くようになる。この欧米のなかでは通常，後れや

侮りの対象とされる「弱さ」こそ，プロイセソ・ドイッにとって東アジアでは最大の強みとなるの

であり，以後，近代化支援や文化政策を通じて，中国や日本の信頼を勝ち得るのであった。

おわりに

　ヴュラーシュトルフとヴェルナーが訪れた1860年前後の東アジア世界は，安政の五力国条約

（1858年）や天津条約（1858年），北京条約（1860年）と東アジアの条約体制が確立しようとして

いるさなかにあった。それゆえ，これへの参入を試みるプロイセソやオーストリアにとって，この

新しく築かれた秩序をいかに認識し，自分をそこにどのように位置づけるかが重要であった。この
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点からすれば，ヴュラーシュトルフは，オーストリアと東アジア諸国の直接的関係のみに考慮を払

い，先行する他列強との関係や既存秩序への意識は薄かった。そのため，東アジア諸国と関係を築

くうえで「力」こそが重要であり，条約・領事・軍艦・拠点植民地が一体となったオーストリア単

独の東アジア政策を描いた。それに対して，ヴェルナーは東アジアにおけるプロイセンの商業的地

位が低いことに鑑み，すでにこの地に進出し，確固たる地位を築いているハンザやその他のドイツ

系諸国を前面に押し立て，これにプロイセンの軍事力や外交力を組み合わせる「小ドイツ」主義的

統一を背景とした東アジア政策を模索した。ドイッ統一問題をめぐる普懊の姿勢や戦略の違いが，

このように東アジアという鏡のなかにはっきりと映し出されていたことは興味深い。

　また，ヴュラーシュトルフは東アジアの既存の体制やイギリスの覇権に対する認識が希薄であっ

た一方で，ヴェルナーは，イギリスを模範者・対抗者として明確に意識し，イギリス優勢の東アジ

ア秩序にいかにドイッが食い込んでいくかを深慮した。そこから導き出されたのが，「力」だけに

頼らない，「道義」や「信頼」といった要素をも重視した東アジア政策構想であった。このような，

露骨な植民地進出や軍事力の大規模展開を伴わない穏健的な東アジア政策が，19世紀後半ビスマ

ルク時代のプロイセン・ドイッの政策と合致していたのは決して偶然ではないであろう。植民地進

出の後れや海軍の未発達という短所を逆に長所に変え，そこから生じる西洋列強との差異化を東ア

ジア政策の武器とする考え方は，ある程度プロイセン・ドイッ内で共有されていたのではないか。

こうして，「力」と「道義」の双方をバラソスよくうまく使い分け，畏敬や信頼感を勝ち得ること

で19世紀後半のドイツは東アジアで成功を収めることができたのである。

　しかしながら，やはり本国から遠く離れた地で活動する際の拠点の必要性は否定できず，ヴュ

ラーシュトルフの拠点植民地構想に類似する計画や思想は，普懊問わずその後もドイツ内で模索さ

れ，1897年の膠州湾占領で具現化した81。また，帝国主義的な競争が一段と加速し，排他的ナショ

ナリズムが加熱する19世紀末になると必然的に「力」に重きが置かれ，三国干渉や北清事変に象

徴されるように，ドイッは東アジアにおいて権力政策へと舵を切った。しかし，信頼していた者に

裏切られたとき人間の心情には重い傷跡を残す。こうして，ドイッは東アジア諸国の信用を失い，

他列強からも猜疑の目で見られるようになり，第一次世界大戦の開戦からわずか数ヶ月で，アジア

・太平洋地域において築き上げたものをすべて失うのであった。

　とはいえ，ここで注意すべきなのは，ビスマルクの道義政策がヴィルヘルムニ世の権力政策に急

に取って代わられたわけではないということである。ヴェルナーの構想に見られるように，ドイッ

の東アジアに対する政策観には，一貫して「力」と「道義」の両方が内包されていた。留学生の受

け入れや「お雇い外国人」の派遣，法や制度の整備への協力，軍隊育成など近代化支援や文化政策

に力を入れる一方で，ドイッはヴェルナーが提言したように東アジアに複数の軍艦を並べ，場合に

よっては軍事的示威によって自らの要求を押し通していた82。ヴュラーシュトルフやヴェルナーが

予見した砲艦外交は忠実に実行されていたのであり，度合いの変化はあったにせよ，ドイッの東ア

ジア政策の本質部分は他の西洋列強と共通性を有していたのである。
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